
 

 

労働安全衛生法に基づく定期健康診断（事業者健診）を協会けんぽに提供することに関する

根拠法令 

 

【第三者提供についての例外事項】 

 

◎個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

 

（第三者提供の制限） 

  第２７条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得な

いで、個人データを第三者に提供してはならない。 

   一 法令に基づく場合 

   二～七 （略） 

 

【事業者健診の結果データの依頼および提供についての根拠法令】 

 

◎高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号） 

 

 （特定健康診査等に関する記録の提供） 

  第２７条 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得

した者（国民健康保険にあつては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更

した被保険者を含む。次項において同じ。）があるときは、当該加入者が加入していた他の保

険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指

導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。 

  ２ 保険者は特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者が

後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者

医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る第百二

十五条第一項に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めるこ

とができる。 

  ３ 保険者は特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者

等（厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。）又は使用していた

事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づ

き当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに

準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。 

  ４ 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第

一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に

基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢

者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提

供しなければならない。 


